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令
和
２
年
農
業
用
免
税
軽

油
に
係
る
申
請
に
つ
い
て

問
栃
木
県
税
事
務
所
軽
油
引
取
税
調

　

査
担
当　
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栃
木
県
で
は
、毎
年
１
月
に
、農
業

用
の
軽
油
引
取
税
免
税
証
を
一
括
し

て
交
付
し
て
お
り
ま
す
。�　
　
　
　

　

今
年
度
は
、野
木
町
役
場（
新
館
２

階
大
会
議
室
）
で
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。
受
付
日
時
等
は
次
の
と
お
り

で
す
の
で
、交
付
を
希
望
す
る
方
は
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
朝
一
番
、
午
後
一
番
の
時
間
帯
は

　

混
雑
し
ま
す
。
遅
い
時
間
帯
が
比

　

較
的
ス
ム
ー
ズ
に
受
付
で
き
ま
す
。

※
更
新
手
数
料
４
２
０
円
は
、
つ
り

　

銭
の
無
い
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い

　

し
ま
す
。

※
上
記
の
期
日
に
申
請
す
る
こ
と
が

　

難
し
い
場
合
は
、
県
税
事
務
所
に

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

興
申
請
の
際
に
持
参
す
る
も
の

①
免
税
軽
油
使
用
者
証

②
印
鑑

③
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報

　

告
書

※
新
規
申
請
以
外
の
方

※
納
品
書
又
は
領
収
書
を
添
付
、
写

　

し
で
も
可
。
未
使
用
の
免
税
証
の

　

(

原
本)

を
添
付

④
使
用
者
証
更
新
手
数
料
４
２
０
円

※
新
規
申
請
及
び
使
用
者
証
更
新
の

　

場
合

⑤
耕
作
証
明
書

※
新
規
申
請
及
び
耕
作
面
積
が
変
更

　

に
な
っ
た
場
合

※
使
用
者
証
更
新
の
み
の
場
合
、
耕

　

作
証
明
は
不
要

※
耕
作
証
明
書
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ

　

せ
は
町
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
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　※
新
規
申
請
の
方
は
、
免
税
証
の　

　

交
付
は
後
日
に
な
り
ま
す
。

※
新
規
申
請
及
び
免
税
機
械
の
追
加

　

や
入
替
え
を
さ
れ
る
方
は
、
機
械

　

を
取
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

　

書
類（
契
約
書
・
納
品
書
・
領
収

　

書
等
）
を
持
参
す
る
か
、
機
械
の

　

「
メ
ー
カ
ー
名
」「
型
式
」「
馬
力
」

　

を
メ
モ
等
に
控
え
て
き
て
く
だ
さ

　

い
。

※
国
税
及
び
地
方
税
の
滞
納
処
分
を

　

受
け
ら
れ
た
方
は
、
処
分
解
除
の

　

日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
け
れ
ば

　

申
請
で
き
ま
せ
ん
。

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

よ
り
お
知
ら
せ

問
（
公
社
）野
木
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

撒（
56
）２
１
３
７

　

当
セ
ン
タ
ー
会
員
は
平
均
年
齢
70

歳
を
超
え
て
お
り
、
80
代
の
方
も
数

多
く
お
仕
事
を
さ
れ
活
躍
し
て
い
ま

す
。

　

働
い
て
輝
い
て
健
康
に
、
そ
ん
な

私
た
ち
の
仲
間
に
な
り
ま
せ
ん
か
！

屋
内
清
掃
希
望
の
方
、
大
歓
迎
で
す
。

　

女
性
会
員
の
入
会
も
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
！

◎
入
会
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て　

日
12
月
12
日（
木
）14
時
～
15
時
30
分

所
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

野
木
町
友
沼
５
８
４
０-

１

　

（
ホ
ー
プ
館
南
側
）

対
60
歳
以
上
で
町
在
住
の
か
た

※
要
予
約
、筆
記
用
具
持
参�

◆
今
月
の
刃
物
研
ぎ
実
施
日

日
12
月
20
日（
金
）10
時
～
15
時

所
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

儡
３
０
０
円
～

◆「
ス
マ
ホ
の
楽
校
」
開
催
日

日
毎
週
水
曜
日

　

13
時
30
分
～
15
時

所
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
議
室

儡
５
０
０
円

問
い
合
わ
せ（
伊
東
）

　

撒
０
８
０（
３
２
４
９
）１
９
６
５

お知らせ

受付日 受付時間、対象地区 受付会場

令和２年
１月14日（火）

９時～
　11 時 30 分
共同・受委託

13 時～
　15 時 30 分
共同・受委託

栃木県庁
小山庁舎
福利厚生棟２階

令和２年
１月21日（火）

９時 30 分～
　11 時 30 分

友沼学区
（松原含む）

13 時～
　　15 時
南赤塚学区

（丸林西含む）
野木町役場
新館２階
大会議室令和２年

１月22日（水）
９時 30 分～ 11 時 30 分
野木学区　佐川野学区

台風１９号の被災者に対する
県税の負担軽減措置について

　台風１９号で自動車、個人の事業用資産、１年以
内に取得した家屋などに損害があった方は県税
の負担軽減措置を受けられる場合がございます。
詳しくは県税事務所までお問い合わせください。

問 栃木県税事務所　撒０２８２（２３）３４１１


